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　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行により、地方自治体は毎年度決算時に健全化判断比率
と資金不足比率を算定し、公表することが義務づけられています。
　この比率は財政の健全度を示すもので、健全化判断比率のいずれかの比率が基準を超えた場合は、起債の借
入が制限されるなど、将来のまちづくりに様々な影響を及ぼすことになります。

令和５年度健全化判断比率 余市町の比率 早期健全化基準 財政再生基準

〇実質赤字比率
　一般会計の赤字の比率
　（算定の結果比率はありません）

（－）
ー

（１４．４７％以上）
１４．４６％以上

２０．０％ 以上

〇連結実質赤字比率
　全会計を対象とした赤字額の比率
　（算定の結果比率はありません）

（－）
ー

（１９．４７％以上）
１９．４６％以上

３０．０％ 以上

〇実質公債費比率
　一般会計が負担する元利償還金（返済）の比率

（５．９％）
５.４％

２５．０％ 以上 ３５．０％ 以上

〇将来負担比率
　一般会計が将来負担すべき負債の比率

（１５．４％）
１３．９％

３５０．０％ 以上

※（　　）は前年度数値

令和５年度資金不足比率（※）：公営企業の経営状態の悪化の度合いを示す指標（経営健全化基準：２０％以上）
※資金不足比率＝資金の不足額÷事業の規模
　町では水道事業会計・公共下水道特別会計が対象ですが、いずれの会計も資金不足が無いため、比率はあり
ません。令和５年度決算における本町の各指標はいずれの比率も早期健全化基準を下回っており、今後も基準
を超えることのないよう健全な財政運営につとめます。

健全化判断比率等のお知らせ

　問合せ　財政課 財政係　 ☎２１－２１１４

　問合せ　福祉課 福祉係　 ☎２１－２１２０　　小樽年金事務所国民年金課 　 ☎０１３４－３３－５０２６

　新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例措置として、
令和４年度分（～令和５年６月分）までの国民年金保険料の特例免除申請受付手続きを行っています。詳細に
つきましては次の連絡先まで問合せください。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

　死亡した日から１４日以内に、年金受給権者死亡届の提出が必要です。届出を行わず、年金が過払いとなっ
た場合は、返還請求の対象になりますのでご注意ください。
　また、年金受給権者の死亡に伴い、以下の年金を遺族が請求できる場合があります。手続きに来庁された方
については、請求できる手続きを全て案内しています。
・未支給年金　
　死亡した月までの年金のうち未支給の年金があるときに、その年金を請求できる場合があります。
　請求できる遺族は、死亡した人とその当時生計を同じくしていた①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、
⑥兄弟姉妹、⑦その他の３親等内の親族で、受けられる順序もこのとおりです。
・遺族基礎・厚生年金
　国民・厚生年金の被保険者または受給権者が死亡したときに、請求できる場合があります。請求できる遺族
は、死亡した人とその当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母などです。
※遺族年金については、受給資格、受給要件が個々に変わりますので、詳細については問合せください。

年金受給者が死亡したときの手続き

　問合せ　福祉課 福祉係　 ☎２１－２１２０


